
 

 

議案第８８号 

 

   山陽小野田市福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 山陽小野田市福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年１１月２４日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

   山陽小野田市福祉センター条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市福祉センター条例（平成１７年山陽小野田市条例第１０４号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条の表を次のように改める。 

名称 位置 

山陽小野田市中央福祉センター 山陽小野田市千代町一丁目２番２８号 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第６条関係） 

福祉センター使用料表 

種別 使用料（１時間当たり） 

講堂 ３９０円 

研修室 ３１０円 

会議室 ２５０円 

大広間 ５００円 

娯楽研修室 ３９０円 

浴室 区分 １２歳以上 ６歳以上１２歳未満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護人 
１１０円 ５０円 

（１人につき） 

福祉センター使用者 
３７０円 １１０円 



 

 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げる。 

２ 娯楽研修室については、午後５時以降の使用に限る。 

３ 休館日に使用する場合は、所定使用料に所定使用料の１００分の２０

相当額を加算して徴収する。 

４ 入場料等を徴収して使用する場合又は物品販売等に使用する場合は、

所定使用料に所定使用料の１００分の２００相当額を加算して徴収する。 

５ 市民以外の者が使用する場合は、所定使用料に所定使用料の１００分

の５０相当額を加算して徴収する。 

６ 福祉対象者とは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、母子及び

父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）、老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）及び精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の被適用者並びに

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施

設に入所している児童をいう。 

７ 介護人とは、介護を必要とする福祉対象者に付き添う者をいう。 

８ 福祉センター使用者とは、入浴を主目的としない福祉センター施設の

使用者及び児童福祉施設に入所している児童を除く児童福祉法の被適用

者その他市長が特にその使用を許可した者をいう。 

別表第２（第６条関係） 

福祉センター冷暖房使用料表 

種別 使用料（１時間につき） 

冷房 暖房 

講堂 ４９０円 ３３０円 

研修室 ２７０円 １６０円 

会議室 ２７０円 １６０円 

大広間 ６６０円 ４９０円 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 



 

 

備考 

１ 娯楽研修室については、午後５時以降の使用に限る。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の山陽小野田市

福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為（山陽小野

田市中央福祉センターに係るものを除く。）は、この条例の施行後は、山陽小

野田市地域交流センター条例（令和３年山陽小野田市条例第○○号）の相当

規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の山陽小野田市

福祉センター条例の規定によりなされた使用許可に係る使用料であって同日

以後の使用に係るものについては、なお従前の例による。 
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議案第８８号参考資料 

山陽小野田市福祉センター条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（名称及び位置） 

第２条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

山陽小野田市中央福祉セン

ター 

山陽小野田市千代町一丁目２番２８

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第６条関係） 

福祉センター使用料表 

種別 使用料（１時間当たり） 

講堂 ３９０円 

研修室 ３１０円 

会議室 ２５０円 

大広間 ５００円 

娯楽研修室 ３９０円 

（名称及び位置） 

第２条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

山陽小野田市有帆福祉会館 山陽小野田市新有帆町１番２号 

山陽小野田市高千帆福祉会

館 

山陽小野田市日の出三丁目１４番１

号 

山陽小野田市高泊福祉会館 山陽小野田市大字西高泊２２７４番

地の１ 

山陽小野田市中央福祉セン

ター 

山陽小野田市千代町一丁目２番２８

号 

山陽小野田市須恵福祉会館 山陽小野田市中央四丁目４番１号 

山陽小野田市赤崎福祉会館 山陽小野田市赤崎一丁目１番１号 

山陽小野田市本山福祉会館 山陽小野田市大字小野田２７５番地

の２ 

 

 

別表第１（第６条関係） 

福祉センター使用料表 

山

陽

小

野

田

市

種別 午前９時～

正午 

正 午 ～ 午

後５時 

午 後 ５ 時

～ 午 後 １

０時 

時 間 区 分 帯 以 外

（１時間につき） 

午前 午後 

娯 楽 研

修室 

円 

８８０ 

円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

休養室 円 円 円 円 円 
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浴室 区分 １２歳以

上 

６歳以上１２歳

未満 

（１人につき） 

福祉対象者及び

介護人 

１１０円 ５０円 

（１人につき） 

福祉センター使

用者 

３７０円 １１０円 

備考 

１ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時

間に切り上げる。 

２ 娯楽研修室については、午後５時以降の使用に限

る。 

３ 休館日に使用する場合は、所定使用料に所定使用料

の１００分の２０相当額を加算して徴収する。 

４ 入場料等を徴収して使用する場合又は物品販売等

に使用する場合は、所定使用料に所定使用料の１００

分の２００相当額を加算して徴収する。 

５ 市民以外の者が使用する場合は、所定使用料に所定

使用料の１００分の５０相当額を加算して徴収する。 

６ 福祉対象者とは、生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）、老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）の被適用者並びに児童

有

帆

福

祉

会

館 

― ― １，１００ １１０ ２２０ 

山

陽

小

野

田

市

高

千

帆

福

祉

会

館 

種別 午前９時～

正午 

正 午 ～ 午

後５時 

午 後 ５ 時

～ 午 後 １

０時 

時 間 区 分 帯 以 外

（１時間につき） 

午前 午後 

第 １ 会

議室 

円 

８８０ 

円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

第 ２ 会

議室 

円 

８８０ 

円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

娯 楽 研

修室 

円 

― 

ただし、浴

室使用のな

い日は、８

８０円 

円 

― 

ただし、浴

室 使 用 の

ない日は、

１，１００

円 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

休養室 円 

― 

円 

― 

円 

１，１００ 

円 

１１０ 

円 

２２０ 

浴室 区分 １２歳以

上 

６歳以上１２歳未

満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護

人 

円 

１１０ 

円 

５０ 
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福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定す

る児童福祉施設に入所している児童をいう。 

７ 介護人とは、介護を必要とする福祉対象者に付き添

う者をいう。 

８ 福祉センター使用者とは、入浴を主目的としない福

祉センター施設の使用者及び児童福祉施設に入所し

ている児童を除く児童福祉法の被適用者その他市長

が特にその使用を許可した者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１人につき） 

福祉センター使用者 

円 

３７０ 

円 

１１０ 

山

陽

小

野

田

市

高

泊

福

祉

会

館 

種別 午前９時～

正午 

正 午 ～ 午

後５時 

午 後 ５ 時

～ 午 後 １

０時 

時 間 区 分 帯 以 外

（１時間につき） 

午前 午後 

娯 楽 研

修室 

円 

― 

ただし、浴

室使用のな

い日は、８

８０円 

円 

― 

ただし、浴

室 使 用 の

ない日は、

１，１００

円 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

休養室 円 

― 

円 

― 

円 

１，１００ 

円 

１１０ 

円 

２２０ 

浴室 区分 １２歳以

上 

６歳以上１２歳未

満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護

人 

円 

１１０ 

円 

５０ 

（１人につき） 

福祉センター使用者 

円 

３７０ 

円 

１１０ 

山

陽

小

野

田

市

種別 午前９時～

正午 

正 午 ～ 午

後５時 

午 後 ５ 時

～ 午 後 １

０時 

時 間 区 分 帯 以 外

（１時間につき） 

午前 午後 

講堂 円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

２，２００ 

円 

２２０ 

円 

４４０ 

研修室 円 円 円 円 円 
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中

央

福

祉

セ

ン

タ

ー 

１，１００ １，６５０ ２，２００ ２２０ ４４０ 

会議室 円 

８８０ 

円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

大広間 円 

２，２００ 

円 

２，７５０ 

円 

３，３００ 

円 

２２０ 

円 

４４０ 

娯 楽 研

修室 

円 

― 

円 

― 

円 

２，２００ 

円 

― 

円 

４４０ 

浴室 区分 １２歳以

上 

６歳以上１２歳未

満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護

人 

円 

１１０ 

円 

５０ 

（１人につき） 

福祉センター使用者 

円 

３７０ 

円 

１１０ 

山

陽

小

野

田

市

須

恵

福

祉

会

館 

種別 午前９時～

正午 

正 午 ～ 午

後５時 

午 後 ５ 時

～ 午 後 １

０時 

時 間 区 分 帯 以 外

（１時間につき） 

午前 午後 

大広間 円 

２，２００ 

円 

２，７５０ 

円 

３，３００ 

円 

２２０ 

円 

４４０ 

山 種別 午前９時～正 午 ～ 午午 後 ５ 時時 間 区 分 帯 以 外
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陽

小

野

田

市

赤

崎

福

祉

会

館 

正午 後５時 ～ 午 後 １

０時 

（１時間につき） 

午前 午後 

娯 楽 研

修室 

円 

― 

ただし、浴

室使用のな

い日は、１，

１００円 

円 

― 

ただし、浴

室 使 用 の

ない日は、

１，６５０

円 

円 

２，２００ 

円 

２２０ 

円 

４４０ 

休養室 円 

― 

円 

― 

円 

１，１００ 

円 

１１０ 

円 

２２０ 

浴室 区分 １２歳以

上 

６歳以上１２歳未

満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護

人 

円 

１１０ 

円 

５０ 

（１人につき） 

福祉センター使用者 

円 

３７０ 

円 

１１０ 

山

陽

小

野

田

市

本

山

福

種別 午前９時～

正午 

正 午 ～ 午

後５時 

午 後 ５ 時

～ 午 後 １

０時 

時 間 区 分 帯 以 外

（１時間につき） 

午前 午後 

第 １ 研

修室 

円 

８８０ 

円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

第 ２ 研

修室 

円 

８８０ 

円 

１，１００ 

円 

１，６５０ 

円 

１７０ 

円 

３３０ 

休養室 円 

― 

円 

― 

円 

１，１００ 

円 

１１０ 

円 

２２０ 
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祉

会

館 

浴室 区分 １２歳以

上 

６歳以上１２歳未

満 

（１人につき） 

福祉対象者及び介護

人 

円 

１１０ 

円 

５０ 

（１人につき） 

福祉センター使用者 

円 

３７０ 

円 

１１０ 

備考 

１ 使用時間が時間区分帯の欄の時間に満たないときの使

用料は、時間区分帯の欄の使用料（以下「所定使用料」と

いう。）を徴収する。 

２ 使用時間区分帯を２欄以上にわたって使用する場合の

使用料は、それぞれの所定使用料を合算して徴収する。 

３ 時間区分帯以外（１時間につき）の欄の使用料は、午前

９時前及び午後１０時後の使用について適用する。この場

合において、使用時間に１時間未満の端数が生じたとき

は、１時間に切り上げる。 

４ 休館日に使用する場合は、所定使用料に所定使用料の

１００分の２０相当額を加算して徴収する。 

５ 入場料等を徴収して使用する場合又は物品販売等に使

用する場合は、所定使用料に所定使用料の１００分の２０

０相当額を加算して徴収する。 

６ 市民以外の者が使用する場合は、所定使用料に所定使用

料の１００分の５０相当額を加算して徴収する。 

７ 福祉対象者とは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第

１２９号）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、身
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別表第２（第６条関係） 

福祉センター冷暖房使用料表 

種別 使用料（１時間につき） 

冷房 暖房 

講堂 ４９０円 ３３０円 

研修室 ２７０円 １６０円 

会議室 ２７０円 １６０円 

大広間 ６６０円 ４９０円 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 

備考 

１ 娯楽研修室については、午後５時以降の使用に限る。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に

切り上げる。 

 

 

 

 

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）及び知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）の被適用者並びに

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定す

る児童福祉施設に入所している児童をいう。 

８ 介護人とは、介護を必要とする福祉対象者に付き添う者

をいう。 

９ 福祉センター使用者とは、入浴を主目的としない福祉セ

ンター施設の使用者及び児童福祉施設に入所している児

童を除く児童福祉法の被適用者その他市長が特にその使

用を許可した者をいう。 

別表第２（第６条関係） 

福祉センター冷暖房使用料表 

福祉センター名 種別 使用料（１時間につき） 

冷房 暖房 

山陽小野田市有帆

福祉会館 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 

休養室 ２７０円 １６０円 

山陽小野田市高千

帆福祉会館 

第１会議室 ４９０円 ３３０円 

第２会議室 ４９０円 ３３０円 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 

休養室 ２７０円 １６０円 

山陽小野田市高泊

福祉会館 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 

休養室 ２７０円 １６０円 

山陽小野田市中央

福祉センター 

講堂 ４９０円 ３３０円 

研修室 ４９０円 ３３０円 

会議室 ２７０円 １６０円 

大広間 １，４８０円 ９９０円 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 
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山陽小野田市須恵

福祉会館 

大広間 １，４８０円 ９９０円 

山陽小野田市赤崎

福祉会館 

娯楽研修室 ４９０円 ３３０円 

休養室 ２７０円 １６０円 

山陽小野田市本山

福祉会館 

第１研修室 ２７０円 １６０円 

第２研修室 ２７０円 １６０円 

休養室 ２７０円 １６０円 

備考 

１ 娯楽研修室及び休養室については、午後５時以降の使用

に限る。ただし、山陽小野田市高泊福祉会館、山陽小野田

市赤崎福祉会館及び山陽小野田市高千帆福祉会館の娯楽

研修室にあっては、浴室使用のない日の使用に限り、午後

５時前の使用についても使用料を徴収する。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に

切り上げる。 

 


